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水道料金等徴収業務委託水準書 

 

 

第１章  一般事項 

 

１ 目的 

この水準書は小樽市水道局（以下「委託者」という。）が水道料金等徴収業務

委託（以下「本業務」という。）の履行に当たって、本業務を受託する事業者（以

下「受託者」という。）に要求する最低の水準を示すもので、これを上回る業務

水準が提案されることを目的とする。  

 

 ２ 本業務区域 

   小樽市水道事業等の設置等に関する条例（昭和４１年小樽市条例第３６号）第

３条第１項に規定する給水区域及び処理区域並びに小樽市簡易水道事業設置条例

（平成元年小樽市条例第５４号）第３条第１号に規定する給水区域とする。 

  

３ 本業務の範囲 

   受託者が履行する本業務の範囲は、下記のとおりとする。 

 （１）窓口・受付業務 

 （２）検針業務（小樽市簡易水道事業設置条例第３条第１号に規定する給水区域を

除く。） 

 （３）異常水量再調査業務 

（４）調定・更正業務 

 （５）収納業務 

（６）未納整理業務 

 （７）給水停止業務 

（８）各種資料作成業務 

（９）事務引継ぎ 

（10）その他前記各号に附帯する業務 

 

 ４ 法令の遵守 

   受託者は、本業務の履行に当たっては、小樽市水道事業給水条例（昭和４５年

小樽市条例第３６号）、小樽市下水道条例（昭和４５年小樽市条例第１７号）、

小樽市簡易水道事業給水条例（平成元年小樽市条例第６８号）及びその他関係法

令を遵守すること。 

 

 ５ 本業務の期間  

（１）業務履行期間 

   令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 （２）準備期間 

   契約締結日から令和５年３月３１日までは準備期間とし、受託者は自己の責

任において業務従事者の確保、研修等を行うこと。また、受託者は、委託者及

び委託者の指定する者と事務引継ぎを行い、履行開始日以降の業務が円滑に遂

行できるよう準備を行うこと。なお、準備期間に要する費用は受託者の負担と
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する。  

  

６ 本業務の執務場所 

   主たる執務場所は水道局庁舎内とし、その他必要があるときは委託者と受託者

とで協議により定める。 

 

７ 電子計算処理システム 

   受託者が業務を履行するために必要とする電子計算処理システムは、委託者に

導入されている上下水道料金調定システムのほか、委託者が指定するシステムに

より行うこと。 

 

８ 業務の実施日・時間  

   次に掲げる内容を基本とする。ただし、提案内容における営業実施時間及び業

務体制を制限するものではない。 

 （１）原則として土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１

７８号）に規定する休日及び１２月２９日から１月３日までの年末年始を除く

８時５０分から１７時２０分までとする。なお、給水停止実施日においては、

委託者と受託者とで協議の上、終了時間を定める。 

 （２）前項の規定にかかわらず、定期検針の実施日は、電算処理予定表で定めた日

とし、実施時間は原則として７時３０分から１６時３０分までとする。ただし、

委託者からの指示があった場合又は上下水道利用者等からの了解を得た場合

は、この限りではない。 

（３）業務上必要な場合は、上記に掲げる営業時間を超えて業務を行うこと。 

 

９ 業務従事者 

 （１）受託者は、本業務に従事する業務従事者を受託者の責任において確保した上

で、委託者の承認を得た本業務を履行するために必要な人員を配置すること。 

（２）委託者は、承認後、業務の履行について、不適格と認めた場合は、承認を取り

消すことができる。 

（３）受託者は、業務従事者に欠員が生じた場合は、原則として本業務に支障がない

よう速やかに業務従事者を補充すること。 

 

１０ 業務責任者 

（１）受託者は、本業務の管理運営のため、業務従事者の中から専任の業務責任者

を選任すること。 

 （２）業務責任者は、３年以上の実務経験者とし、執務場所に常駐すること。 

 

１１ 現金取扱者 

受託者は、本業務の履行に当たり、現金取扱者を指定し、領収日付印を調製する

こと。 

 

１２ 届出の変更 

   受託者は、次の各号に掲げる事由が発生した場合は、直ちに委託者へその旨を

届け出ること。 
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 （１）受託者の名称、所在地、電話番号、業務責任者、現金取扱者、領収日付印、

業務従事者に変更があったとき。 

 （２）前号に定める事由のほか、本業務の履行上、必要があると認められるとき。 

 

１３ 秘密の保持 

   受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

 （１）受託者は、本業務の履行に際して知り得た事項を、一切第三者に漏らしては

ならない。なお、本業務の期間が満了又は契約が解除された後においても同様

とする。 

 （２）受託者は、電子計算処理システムに入力されている情報及びこの契約を履行

するために用いた資料並びにその結果等について、委託者の許可なく第三者の

ために転写、複写、閲覧又は貸出等を行わないこと。 

 （３）受託者は、本業務完了後において委託者の指示により保管を要するとされた

ものを除き、抹消、焼却及び切断等再生使用不可能な方法により処分すること。 

なお、これに要する費用は受託者の負担とする。 

 

１４ 個人情報の保護 

   受託者は、本業務を履行するために個人情報を取り扱う場合は、小樽市個人情

報保護条例（平成１８年小樽市条例第５３号）及び同条例施行規則を遵守し、別

記に掲げる事項について安全確保のための措置を講じ、個人情報の保護に努める

こと。なお、本業務の期間が満了又は契約が解除された後においても同様とする。 

 

１５ 再委託の禁止 

    受託者は、本業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、業務の一部を第三者に委託する場合であって、あらかじめ委託者の書

面による承諾を受けたときは、この限りでない。 

 

１６ その他の遵守事項 

   受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

 （１）本業務の履行に当たり、いかなる理由においても水道料金等以外の金品その

他のものを収受しないこと。 

 （２）本業務の履行に当たり、個人に損害を与えることのないよう細心の注意を払

うこと。 

  

１７ 協議事項 

受託者は、本水準書に明記されていない事項において必要なものと判断したと

きは、委託者と協議の上処理すること。ただし、緊急を要する場合については委

託者の指示するところによる。 

 

 

第２章 本業務の内容と実績 

    

 本業務の業務内容は次のとおりとし、令和３年度の業務実績は別表のとおりで

ある。 
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１ 窓口・受付業務 

 （１）上下水道使用等に係る各種届の受付及び届出書の作成（受託者の負担により、

インターネットによる閉開栓受付システムの導入ができること。） 

 （２）メーター取付け及び撤去の事務連絡 

 （３）減免申請の受付 

 （４）納入証明願の受付及び証明書の発行（公印管理は委託者で行う。） 

 （５）窓口での収納及び還付 

 （６）収納金の管理、引継ぎ（現金整理簿等の作成を含む。） 

 （７）口座振替等の受付及び金融機関への送達 

 （８）納付書等の再発行 

 （９）執務場所の管理及び運営（貸与品の管理を含む。） 

 （10）その他窓口・受付業務に附帯する業務 

 

 ２ 検針業務 

（１）定期検針、精算検針及び再検針 

（２）検針員の指導及び監督 

（３）検針スケジュールの作成及び進行の管理 

 （４）検針データの作成及び事前準備 

 （５）新設分の調査、データ作成及び使用開始申込書等の配付 

 （６）メーターの検針及び上下水道使用水量のお知らせ配付 

 （７）検針済データの取込み 

 （８）検針結果の判定及び原因調査 

 （９）メーターの不具合及び止水等の応急処置 

 （10）無届使用等関係法令違反の調査、指導及び報告 

（11）無届使用者の氏名及び使用開始年月日等の調査 

 （12）推定期間の水量の決定 

 （13）下水道処理水量の認定 

 （14）検針に係る各種集計、統計等作成及び報告 

 （15）その他検針業務に附帯する業務 

 

 ３ 異常水量再調査業務 

（１） 検針時等に判明した異常水量の原因調査及び漏水調査（ロードサーベイデー 

タの取得を含む。） 

 （２）調査内容及び結果等の報告 

 （３）漏水等による減量水量の説明及び減免申請の受付 

（４）各種集計、統計等作成及び報告 

（５）その他異常水量再調査業務に附帯する業務 

 

４ 調定・更正業務 

 （１）各種データ入力及び帳票類の出力 

 （２）上下水道料金等の調定、納入通知書の作成及び発送（発行状況等の作成を含

む。） 

 （３）上下水道料金等の口座振替依頼データの作成及び送達並びに送信（口座振替

用納入通知書送付書の作成を含む。） 
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 （４）その他調定の納入通知書の作成及び引継ぎ 

 （５）受水槽世帯管理業務（減免世帯入居、退出時の管理会社等との連絡調整） 

 （６）調定に関する伺簿の作成（１０日ごと・月計等） 

 （７）各種精算に係る処理（閉栓・臨時用水・年度末） 

 （８）推定水量の入力、上下水道使用水量のお知らせの作成及び発送 

 （９）推定期間中の精算に係る還付金の処理 

 （10）減額還付処理（減額伝票等の作成を含む。） 

 （11）過誤納金充当還付処理（過誤納金充当還付整理簿等の作成を含む。） 

（12）その他調定・更正に関する附帯業務 

 

 ５ 収納業務 

 （１）収納消込及び原符保管業務（ＯＣＲ等操作を含む。） 

（２）口座振替データ受信業務 

（３）口座振替データ消込業務 

 （４）コンビニエンスストア入金データ受信及び消込業務（集計表作成を含む。） 

 （５）口座振替収納済通知書の作成及び発送 

 （６）口座振替停止依頼書の作成及び金融機関への通知（依頼返却資料作成を含む。） 

 （７）上下水道料金等の督促状の作成及び発送（督促状発行状況表等の作成を含む。） 

 （８）居所不明分の調査及び再送付 

（９）収納報告資料の作成 

 （10）ゆうちょ銀行及びその他の金融機関の振替件数の集計 

 （11）口座振替制度の普及促進 

 （12）その他収納業務に関する附帯業務 

 

 ６ 未納整理業務 

 （１）未納整理対象者及び未納額の把握 

 （２）各種催告文の作成及び送達 

 （３）未納整理交渉等の記録及び管理 

 （４）納入指導（納入誓約書の作成を含む。） 

 （５）破産、競売等の文書作成 

 （６）徴収停止対象リストの作成及び提出 

（７）不納欠損対象リストの作成及び提出 

 （８）その他未納整理業務に関する附帯業務 

 

 ７ 給水停止業務 

 （１）給水停止対象者名簿の作成及び提出 

 （２）給水停止予告通知書の作成及び発送 

 （３）給水停止通告書の作成及び臨戸投かん 

 （４）給水停止の執行又は解除（止水栓等に故障の生じた場合の報告を含む。） 

 （５）給水停止報告書の作成及び提出 

 （６）その他給水停止業務に関する附帯業務 

 

 ８ 各種資料作成業務 

 （１）業務報告書等の作成及び提出 
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 （２）予算決算関係資料の作成及び提出 

 （３）その他各種資料作成業務に関する附帯業務 

 

９ 事務引継ぎ 

受託者は、本業務の期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに本業務  

に関する一切の事務を委託者又は委託者が指定する者に引継ぐこと。なお、これ  

に要する費用は受託者の負担とする。  

 

１０ その他前記各号に附帯する業務 

   委託者が必要に応じ指示する業務 

 

 

第３章 業務従事者の厳守事項 

 

 １ 服装 

   本業務の履行に当たっては、業務ごとに統一的な服装で従事すること。 

 

 ２ 身分証明書の着用 

業務に従事するときは、委託者が承認した身分証明書（顔写真付）を常に着用

すること。着用位置は市民から認識しやすい位置とする。 

  

 ３ 現場訪問時の対応 

 （１）使用者の土地又は建物等に立ち入る場合は、立入目的を告げ立ち入ること。 

（２）本業務の履行に当たっては、態度及び言動に十分注意し、使用者等の誤解を

招くことのないようにすること。 

 

 ４ 業務専念義務 

   業務従事中は、他の営業行為等をしないこと。 

 

 

第４章 経費の負担区分 

   

  本業務に係る委託者及び受託者の経費の負担区分については、以下のとおりとす

る。なお、下記以外の経費の負担については、委託者と受託者とで協議により決定

する。 

 

 ○委託者が負担するもの 

区    分 備      考 

建物維持管理費 庁舎に係る維持管理費 
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現行システム関連費 

①上下水道料金システム等の利用費用 

②検針用スマートフォン等の維持管理に係る経費 

③オンライン端末及び周辺機器（ＯＣＲ等）経費 

④回線費用 

事務用機械器具類の保守点

検費 
パソコン等貸与備品の保守に係る経費 

光熱水費 庁舎の電気料、ガス使用料、水道料、下水道使用料 

通信費 庁舎の電話使用料（受託者の携帯電話を除く。） 

セキュリティ費 庁舎防犯警備に係る経費 

清掃費 庁舎清掃に係る経費 

消防機器点検費 庁舎設置の消防機器点検に係る経費 

受託者使用営業車両駐車場 庁舎駐車場に係る経費 

後納郵便物等郵送料 

以下の郵便物の郵送料については、委託者が直接郵便

局に支払う。 

①水道料金等納入通知書郵送料 

②水道料金等督促状郵送料 

③水道料金給水停止予告通知書郵送料 

④その他委託者が業務上必要と認める郵便物郵送料 

収納手数料 

①口座振替手数料 

②郵便振替手数料 

③コンビニエンスストア収納代行手数料等 

印刷製本費 

以下の帳票類の発注は、委託者で行う。 

①上下水道使用水量のお知らせ 

②水道料金等口座振替依頼書・自動払込利用申込書、

返信用封筒 

③水道料金等納入通知書、納付書 

④水道料金等督促状 

⑤納入通知書 

⑥給水停止予告書送付用封筒 

⑦口座振替収納済通知書、口座振替お取扱い開始のお

知らせ 

⑧収納用領収書 

⑨封筒 

⑩その他委託者が必要と認める印刷物 

事務用備品 

（貸与とする） 

 

 

パソコン、プリンター、ドライシーラー、椅子、机、

ロッカー、キャビネット、電子レジスター、書庫等 

（注）必要数等については、委託者と受託者で協議す

る。 
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※貸与品に係る消耗品を含

む 

プリンタートナー等 

 

 

○受託者が負担するもの 

区    分 備      考 

車両維持経費 

営業車両に係る全経費 

①車両購入費 

②車検及び定期点検費用（法定６月点検等を含む。） 

③燃料費 

④損害保険料 

⑤その他車両に係る付属品 

保険料 水道料金等収納に伴う現金輸送損害賠償保険等 

通信費 

①庁舎の電話使用料を除く受託者の携帯電話通話料 

②自社連絡用等のインターネットに係る通信料 

③受付業務等に係るＦＡＸ通信料 

被服費 従事者用の被服、腕章  

事務用備品 コピー機、金庫、ＦＡＸ等 

事務用消耗品 領収日付印、コピー用紙及びその他業務用消耗品 

検針消耗品 検針棒、懐中電灯、軍手その他消耗品 

漏水調査機器 電子音調棒等 

 

 

 

第５章 収納率の確保 

  

   受託者は、前年度を上回る収納率を確保するために目標を設定し、本業務に当

たること。 

    （※現年度分は次年度５月末、過年度分は３月末の収納率とする。） 

 

 

第６章 委託料の支払等 

 

 １ 委託料の請求 

   委託料は月払いとし、受託者は、年間委託料総額の１２分の１の額を、委託者
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の所定の手続に従い請求すること。 

 

 ２ 委託料の支払 

   委託者は、受託者から請求を受けたときは、業務委託の履行内容を確認し、請

求書を受理した日から３０日以内に支払うものとする。ただし、本業務の準備期

間については、委託料を支払わないものとする。 

 

 

第７章 その他 

 

 １ 事故発生時の報告書の提出 

   受託者は、次の各号に掲げる事故等が生じた場合は、直ちにその状況等を委託

者に報告するとともに、事故報告書を作成し提出すること。 

 （１）領収証書及び領収日付印の紛失等 

 （２）身分証明書の紛失等 

 （３）収納した水道料金等の紛失、盗難等 

 （４）本業務に関する機器、電子データ及びその関連文書等の紛失、滅失及びき損

等 

 （５）その他委託者が報告を要すると指示したもの 

 

 ２ 事故等の処理 

 （１）前項に規定する事故等の処理については、委託者と受託者とで協議の上、行

うこと。 

    ただし、受託者は、緊急の措置を講ずる必要があると判断した場合には、受

託者の責任において当該措置を行うこと。 

 （２）受託者の責任により委託者又は第三者に損害を与えた場合は、受託者はその

損害を賠償すること。 

 

３ 苦情等の対応 

受託者は、本業務に係る苦情や問合せについては、誠意をもって解決に当たり、

その内容を速やかに委託者に報告すること。 

 

４ 電子データ及び文書の保存 

   受託者は、電子データ及び文書を、委託者が指定する期日まで保存すること。 

 

５ 業務の報告 

    受託者は、毎月の業務を完了したときは、業務報告書を作成し、委託者に提出す

ること。 

  

 ６ 業務状況報告会議の実施 

 （１）受託者は、委託者が定期的に開催する会議において、本業務の内容、帳簿及

びその他の事項について、報告すること。 

 （２）前号のほか、委託者が必要と認めたときは、業務に係る会議を開催するもの

とする。   
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７ 定めのない事項 

   本水準書に定めのない事項については、委託者と受託者とで協議する。ただし、

緊急を要する場合については委託者の指示するところによる。 

 


